
[bookmark: _Hlk177585567]（別表７） 
 　　　年　　　月　　　日
航空法の特例（法第10条関係）の適用に係る無人航空機の飛行に関する事項
☐新規　　　☐変更※１

	飛行の目的
	農林水産業

	立入管理措置
	□補助者の配置　☐立入管理区画の設定　□立入禁止区画の設定
☐その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	飛行の日時
	生産方式革新事業活動の実施期間

	飛行の経路
（飛行の場所）
	認定生産方式革新実施計画に従って行う生産方式革新事業活動を実施する場所

	飛行の高度
	地表等からの高度
	150ｍ未満
	海抜高度
	　　―　　

	申請事項及び理由




	飛行禁止
空域の飛行（第132条の85関係）
	☐人又は家屋の密集している地域の上空

	
	
	【飛行禁止空域を飛行させる理由】
□飛行の目的と同じ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	飛行の方法（第132条の86関係）
	☐夜間飛行　　　☐目視外飛行
☐人又は物件から30ｍ以上の距離が確保できない飛行
☐危険物の輸送　　　☐物件投下

	
	
	【第132条の86第２項第１号から第３号まで、第５号又は第６号に掲げる方法によらずに飛行させる理由】
□飛行の目的と同じ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	無人航空機の登録記号又は試験飛行を行う場合の届出番号
	登録記号等
	

	
	☐別添資料のとおり。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	無人航空機の機体認証書番号又は無人航空機の機能及び性能に関する事項
	機体認証書番号※２
	☐第一種
	

	
	
	☐第二種
	

	
	型式認証書番号※２
	☐第一種
	

	
	
	☐第二種
	

	
	☐別添資料のとおり。
☐申請する飛行の内容が使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認した。※２
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明書番号又は無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
	無人航空機を飛行させる者
	

	
	住所
	

	
	
技能証明
※３
	技能証明書番号
	

	
	
	区分
	☐一等
	☐二等

	
	
	限定事項
	種類
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	総重量
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	飛行の
方法
	
	


	


	


	


	



	
	☐別添資料のとおり。
☐申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認した※３。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
	☐航空局標準マニュアルを使用する。
☐変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。

	その他参考となる事項
	【変更申請に関する現に有効な情報】
　　認定番号：
　　認定日：　 

	
	【第三者賠償責任保険への加入状況及び賠償能力の有無】
☐加入している（☐対人　☐対物）
保険会社名：
商　品　名：
　　補償金額：（対人）　　　　（対物）
☐加入していない
→　賠償能力　☐有　内容（　　　　　　　　　　）
　☐無

	備　　　考
	【緊急連絡先】
　担当者　：
　電話番号：



※１　変更申請とは、認定を取得した後に「無人航空機の登録記号その他の無人航空機を特定するために必要な事項」、「無人航空機の機能及び性能に関する事項」、「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」又は「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の内容の一部を変更する場合の申請。
※２　機体認証書番号及び型式認証書番号の項目については、これらを有している場合にのみ記載する。その場合において、（別添１）の添付を省略することができる。 ただし、この場合においては、申請する飛行の内容が使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認すること。
※３　無人航空機操縦者技能証明の項目については、有している場合にのみ記載する。その場合において、（別添２）の添付を省略することができる。ただし、この場合においては、申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認すること。なお、総重量は最大離陸重量とする。 

（添付書類）
以下の書類を添付すること。

□　別添１　（機体認証書番号及び型式認証書番号を記載している場合は不要）
□　別添２　（無人航空機操縦者技能証明の項目を記載している場合は不要）
□　別添３　（無人航空機を飛行させる者が複数名の場合）



（別添１）
無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書


１．飛行させる無人航空機に関する事項を記載すること。
	登録記号等
	

	製造者名
	
	型式又は名称
	

	総重量※１
	
	
	

	

機体認証書番号
	☐第一種
	
	

型式認証書番号

	☐第一種
	

	
	☐第二種
	
	
	☐第二種
	

	
	☐申請する飛行の内容が、使用条件等指定書の範囲内であることを確認した。
	
	☐申請する飛行の内容が、無人航空機飛行規程の範囲内であることを確認した。



２．ホームページ掲載無人航空機の場合には、改造の有無を記載し、「改造している」場合には、４．の項も記載すること。※２

改造の有無　　：　☐改造していない 　/　 ☐改造している（→４．を記載）

３．個別の機体認証無人航空機において使用条件等指定書に従わない場合又は型式認証無人航空機において無人航空機飛行規程に従わない場合には、４．の項を記載すること。


４．ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合又はホームページ掲載無人航空機であっても改造を行っている場合に加え、機体認証無人航空機においては使用条件等指定書に従わない場合又は型式認証無人航空機においては無人航空機飛行規程に従わない場合には、次の内容を確認すること。※３


	確認事項
	確認結果

	一般
	鋭利な突起物のない構造であること（構造上、必要なものを除く。）。
	☐適 / ☐否

	
	無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等を有していること。
	☐適 / ☐否

	
	無人航空機を飛行させる者が燃料又はバッテリーの状態を確認できること。
	☐適 / ☐否

	遠隔操作の機体※４
	特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した離陸及び着陸ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	特別な操作技術又は過度な注意力を要することなく、安定した飛行（上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降等）ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	緊急時に機体が暴走しないよう、操縦装置の主電源の切断又は同等な手段により、モーター又は発動機を停止できること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	操縦装置は、操作の誤りのおそれができる限り少ないようにしたものであること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	操縦装置により適切に無人航空機を制御できること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	自動操縦の機体※５
	自動操縦システムにより、安定した離陸及び着陸ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	自動操縦システムにより、安定した飛行（上昇、前後移動、水平方向の飛行、ホバリング（回転翼機）、下降等）ができること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず

	
	あらかじめ設定された飛行プログラムにかかわらず、常時、不具合発生時等において、無人航空機を飛行させる者が機体を安全に着陸させられるよう、強制的に操作介入ができる設計であること。
	☐適 / ☐否/ ☐該当せず


※１　申請を行う飛行形態の形態で確認すること。ただし、それが困難な場合には、最大離陸重量を記載すること。
※２　改造記録を証明する参照資料として、飛行日誌（点検・整備記録）の写しを添付することができる。
※３　４．の項を記載する場合には、無人航空機の運用限界（最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大搭載可能重量、最大使用可能時間　等）及び無人航空機を飛行させる方法（点検・整備の方法を含む。）が記載された取扱説明書等を確認したうえで選択すること。
※４　遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「該当せず」を選択すること。
※５　自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない場合には「該当せず」を選択すること。

（添付資料）
以下の書類を添付すること。

□　別添４　（総重量25kg以上の無人航空機の場合）
□　別添５　（航空法の特例を利用する事項に応じて添付）
□　改造記録を証明する参考資料（飛行日誌（点検・整備記録）の写し等）　（無人航空機の改造を行っている場合）



（別添２）
無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
	無人航空機を
飛行させる者
	

	無人航空機
操縦者
技能証明
	技能証明書番号
	

	
	区分
	☐一等
	☐二等

	
	限定事項
	種類
	
	
	
	
	
	

	
	
	総重量※１
	
	
	
	
	
	

	
	
	飛行の方法
	
	


	


	


	


	



	
	☐申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認した。



	確認事項
	確認結果

	飛行経歴
	無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。※２
	☐適 / ☐否

	知　識
	航空法関係法令に関する知識を有すること。
	☐適 / ☐否

	
	安全飛行に関する知識を有すること。
・飛行ルール（飛行の禁止空域、飛行の方法）
・気象に関する知識
・無人航空機の安全機能（フェールセーフ機能　等）
・取扱説明書等に記載された日常点検項目
・自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書等に記載された日常点検項目
・無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
・飛行形態に応じた追加基準
	☐適 / ☐否

	能　力
	一般
	飛行前に、次に掲げる確認が行えること。
・周囲の安全確認（第三者の立入の有無、風速・風向等の気象　等）
・燃料又はバッテリーの残量確認
・通信系統及び推進系統の作動確認
	☐適 / ☐否

	
	遠隔操作の機体※３
	GPS等の機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。
	☐適 / ☐否

	
	
	GPS等の機能を利用せず、安定した飛行ができること。
・上昇
・一定位置、高度を維持したホバリング（回転翼機）
・ホバリング状態から機首の方向を90°回転（回転翼機）
・前後移動
・水平方向の飛行（左右移動又は左右旋回）
・下降
	☐適 / ☐否

	
	自動操縦の機体※４
	自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。
	☐適 / ☐否

	
	
	飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。
	☐適 / ☐否


※１　総重量は最大離陸重量とする。
※２　飛行経歴を証明する参照資料として、飛行日誌（飛行記録）の写しを添付することができる。
※３　遠隔操作とは、プロポ等の操縦装置を活用し、空中での上昇、ホバリング、水平飛行、下降等の操作を行うことをいう。遠隔操作を行わない場合には「遠隔操作の機体」の欄の確認結果について記載は不要。
※４　自動操縦とは、当該機器に組み込まれたプログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。自動操縦を行わない場合には「自動操縦の機体」の欄の確認結果について記載は不要。


上記の確認において、基準に適合していない項目がある場合には、下記の表に代替的な安全対策等を記載し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないことを説明すること。
	項目
	代替的な安全対策等及び安全が損なわれるおそれがないことの説明

	



	


記載内容が多いときは、別紙として添付すること。

（添付資料）
以下の書類を添付すること。

□　別添６
□　飛行経歴を証明する参考資料（飛行日誌（飛行記録）の写し）


（別添３）

無人航空機を飛行させる者一覧

	No
	氏　名
	住所
	技能証明書番号
	区分
	限定事項

	
	
	
	
	
	種類
	総重量
	飛行の方法

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




☐　無人航空機操縦者技能証明を保有する者について、申請する飛行の内容が区分及び限定事項の範囲内であることを確認した。



（別添４）
総重量25kg以上の無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

無人航空機の登録記号：
	確認事項
	確認結果

	(1)
	実施しようとする飛行において想定される気象条件その他の運用条件を設定し、当該条件下において、安定した離陸、着陸及び飛行ができること。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(2)
	機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪影響を与えないものである。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(3)
	発動機、モーター又はプロペラ（ローター）が故障した後、これらの破損した部品が飛散するおそれができる限り少ない構造である。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(4)
	事故発生時にその原因調査をするための飛行諸元を記録できる機能を有している。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(5)
	次表の想定される不具合モードに対し適切なフェールセーフ機能を有している。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



	想定される不具合モード

	通信系統
	・電波状況の悪化による通信不通
・操縦装置の故障
・他の操縦装置との混信
・送受信機の故障

	推進系統
	発動機の場合
	・発動機の出力の低下又は停止
・不時回転数上昇

	
	電動の場合
	・モーターの回転数の減少又は停止
・モーターの回転数上昇

	電源系統
	・機体の主電源消失
・操縦装置の主電源消失

	自動制御系統
	・制御計算機の故障





（別添５）
無人航空機の追加基準への適合性

無人航空機の登録記号：

○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行
○人及び物件との距離３０ｍを確保できない飛行
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能を有している。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず
/ ☐飛行マニュアルに適合



○夜間飛行
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有している。又は無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○目視外飛行
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(2)
	地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できる（不具合発生時に不時着した場合を含む。）。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず

	(3)
	不具合発生時に危機回避機能（フェールセーフ機能）が正常に作動する。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○危険物の輸送
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	危険物の輸送に適した装備が備えられている。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○物件の投下
	基準確認事項
	確認結果

	(1)
	不用意に物件を投下する機構でない。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず






（別添６）
無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

無人航空機を飛行させる者は、申請する飛行の内容に該当する飛行形態に応じた次の要件にそれぞれ適合していることを確認した。

○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行
○人及び物件との距離３０ｍを確保できない飛行
	確認事項
	確認結果

	(1)
	意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○夜間飛行
	確認事項
	確認結果

	(1)
	夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



〇目視外飛行
	確認事項
	確認結果

	(1)
	モニターを見ながら、遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること及び飛行経路周辺において無人航空機を安全に着陸させることができる。
	☐適 / ☐否



○危険物の輸送
	確認事項
	確認結果

	(1)
	意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず



○物件の投下
	確認事項
	確認結果

	(1)
	５回以上の物件投下の実績を有し、物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができる。
	☐適 / ☐否　/ ☐該当せず







  （別表７）           年     月     日   航空法の特例（法第 10 条関係）の適用に係る無人航空機の飛行に関する事項   ☐ 新規     ☐ 変更 ※ １    

飛行の目的  農林水産業  

立入管理措置  □補助者の配置   ☐ 立入管理区画の設定   □立入禁止区画の設定   ☐ その他（                   ）  

飛行の日時  生産方式革新事業活動の実施期間  

飛行の経路   （飛行の場所）  認定生産方式革新実施計画に従って行う生産方式革新事業活動を実施 する場所  

飛行の高度  地表等からの高度  150 ｍ未満  海抜高度     ―     

申 請 事 項 及 び 理 由          飛行禁止   空域の飛 行（第 132 条の 85 関 係）  ☐ 人又は家屋の密集している地域の上空  

【飛行禁止空域を飛行させる理由】   □飛行の目的と同じ   □その他（                   ）  

飛行の方 法（第 132 条の 86 関 係）  ☐ 夜間飛行     ☐ 目視外飛行   ☐ 人又は物件から 30 ｍ以上の距離が確保できない飛行   ☐ 危険物の輸送     ☐ 物件投下  

【第 132 条の 86 第２項第１号から第３号まで、第５号又は第６号に掲 げる方法によらずに飛行させる理由】   □飛行の目的と同じ   □その他（                   ）  

無人航空機の登録記号又は 試験飛行を行う場合の届出 番号  登録記号等   

☐ 別添資料のとおり。   ☐ 変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。  

無人航空機の機体認証書番 号又は無人航空機の機能及 び性能に関する事項  機体認証書番号 ※２  ☐ 第一種   

☐ 第二種   

型式認証書番号 ※２  ☐ 第一種   

☐ 第二種   

☐ 別添資料のとおり。   ☐ 申請する飛行の内容が使用条件等指定書又は無人航空機 飛行規程の範囲内であることを確認した。 ※２   ☐ 変更申請であって、かつ、左記事項に変更がない。  

